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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折り重ねた際に、その内部に本を収納する内部空間を形成し、開いた際に、本の両面を
支持する一対のカバー部材と、
　前記一対のカバー部材の間に、カバー部材とともに折り曲がるように結合された支持部
と、
　前記支持部の内側に、収納される本を支持するように配置されたストリングと、
　前記それぞれのカバー部材の内側に配置された、収納される本のページを固定するため
の少なくとも１つ以上のクランプと、
　前記カバー部材に設けられた係止部材を、支持部または他方のカバー部材に設けられた
溝部に挿入することによって、開いたカバー部材の形態を水平に維持させるためのロック
手段と、
を備えることを特徴とする万能書見台。
【請求項２】
　前記ロック手段が、
　前記係止部材として、前記カバー部材に設けられた、少なくとも一つ以上のプッシュフ
ックと、
　前記溝部として、プッシュフックが挿入される、支持部に形成されたフック溝と、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の万能書見台。
【請求項３】
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　前記ロック手段は、
　前記係止部材として、一方のカバー部材に配置された係止棒部材と、
　前記溝部として、前記係止棒部材が挿入されるように、他方のカバー部材に形成された
係止溝と、
　前記係止棒部材を、係止溝方向に付勢するスイッチと、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の万能書見台。
【請求項４】
　折り重ねた際に、その内部に本を収納する内部空間を形成し、開いた際に、本の両面を
支持する一対のカバー部材と、
　前記一対のカバー部材の間に、カバー部材とともに折り曲がるように結合された支持部
と、
　前記支持部の内側に、収納される本を支持するように配置されたストリングと、
　前記それぞれのカバー部材の内側に配置された、収納される本のページを固定するため
の少なくとも１つ以上のクランプと、
　本の大きさに応じて、ストリングの長さを調節できるように、前記支持部に、選択的に
固定するための位置固定部と、
を備えることを特徴とする万能書見台。
【請求項５】
　前記ストリング（５１０）の一端が、支持部（５００，８００）に固定され、
　前記ストリング（５１０）の他端に、位置固定ピン（５３２）が連結され、
　前記支持部（５００，８００）に、位置固定溝（５１２）が形成され、
　前記ストリングの長さを調整するために、位置固定ピン（５３２）を位置固定溝（５１
２）内に固定するように構成したことを特徴とする請求項４に記載の万能書見台。
【請求項６】
　折り重ねた際に、その内部に本を収納する内部空間を形成し、開いた際に、本の両面を
支持する一対のカバー部材と、
　前記一対のカバー部材の間に、カバー部材とともに折り曲がるように結合された支持部
と、
　前記支持部の内側に、収納される本を支持するように配置されたストリングと、
　前記それぞれのカバー部材の内側に配置された、収納される本のページを固定するため
の少なくとも１つ以上のクランプと、
　収納される本のカバーを開いた状態で支持するため、カバー部材の内側に結合された少
なくとも一つ以上の支持プレートと、
　前記本のカバーを開いた状態で持ち上げて支持するために、支持プレートを開いた状態
で弾性的に付勢する弾性部材と、
を備えることを特徴とする万能書見台。
【請求項７】
　前記支持プレート（１１０，２１０／３１０，４１０）が、本のそれぞれのサイズに応
じて、選択的に延長できる幅及び長さ延長部（３２６，３２８／４２６，４２８）を備え
ることを特徴とする請求項６に記載の万能書見台。
【請求項８】
　前記支持プレート（１１０，２１０／３１０，４１０）が、傾いた本のカバーを支持す
る傾斜部（３２４）と、本のカバーを支持するために、傾斜部から曲げられた水平部（３
２２）とを備えることを特徴とする請求項６に記載の万能書見台。
【請求項９】
　前記カバー部材（１００，２００／３００，４００）の内側に、凹所（３１５，４１５
）を備え、凹所（３１５，４１５）内に支持プレート（１１０，２１０／３１０，４１０
）を収納するように構成したことを特徴とする請求項６に記載の万能書見台。
【請求項１０】
　前記カバー部材（１００，２００／３００，４００）の内側に、フック部材（３２９）
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を備え、
　前記支持プレート（１１０，２１０／３１０，４１０）の不使用時に、凹所（３１５，
４１５）内に収納された支持プレート（１１０，２１０／３１０，４１０）を係止するよ
うに構成したことを特徴とする請求項９に記載の万能書見台。
【請求項１１】
　折り重ねた際に、その内部に本を収納する内部空間を形成し、開いた際に、本の両面を
支持する一対のカバー部材と、
　前記一対のカバー部材の間に、カバー部材とともに折り曲がるように結合された支持部
と、
　前記支持部の内側に、収納される本を支持するように配置されたストリングと、
　前記それぞれのカバー部材の内側に配置された、収納される本のページを固定するため
の少なくとも１つ以上のクランプと、
　前記支持部が、その一端部が開放された内部空間を有し、
　前記書見台が、さらに、
　前記支持部の内部空間に収納され、前記開放された一端部を介して、スライディングさ
れながら出入りするスライディング支持部材を備えることを特徴とする万能書見台。
【請求項１２】
　前記スライディング支持部材（７００）に、支持紐（７３０）を繋ぐために形成された
少なくとも一つ以上のリング（７３２）を備えることを特徴とする請求項１１に記載の万
能書見台。
【請求項１３】
　前記スライディング支持部材（７００）の両側に配置され、折り曲げ可能な一対の補助
支持アーム（７４０）を備えることを特徴とする請求項１１に記載の万能書見台。
【請求項１４】
　折り重ねた際に、その内部に本を収納する内部空間を形成し、開いた際に、本の両面を
支持する一対のカバー部材と、
　前記一対のカバー部材の間に、カバー部材とともに折り曲がるように結合された支持部
と、
　前記支持部の内側に、収納される本を支持するように配置されたストリングと、
　前記それぞれのカバー部材の内側に配置された、収納される本のページを固定するため
の少なくとも１つ以上のクランプと、
　前記支持部が、その一端部が開放された内部空間を有し、
　前記書見台が、さらに、
　前記支持部に備えられ、その一端部が開放された内部空間を有するケースと、
　前記ケースの内部空間に収納され、ケースの開放された開放面を介して、スライディン
グされながら出入りするスライディング支持部材を備えたサポート組立体と、をさらに備
え、
　前記サポート組立体が、支持部に回動可能に結合されていることを特徴とする万能書見
台。
【請求項１５】
　前記クランプが位置移動できるように、前記それぞれのカバー部材の内側に配置された
ガイド部材を備えることを特徴とする請求項１から１４のいずれかに記載の万能書見台。
【請求項１６】
　前記クランプが、本の厚さに応じて、クランプの高さを選択的に固定するための昇降手
段を備えることを特徴とする請求項１から１５のいずれかに記載の万能書見台。
【請求項１７】
　前記昇降手段が、第１のブロック（３３２）と、第１のブロック（３３２）が、その内
部で選択的に上下方向に移動することができる第２のブロック（３３４）とを備えている
ことを特徴とする請求項１６に記載の万能書見台。
【請求項１８】
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　前記第１のブロック（３３２）が、一方の側に、フック突起（３３６ａ）を備え、
　前記第２のブロック（３３４）が、第２のブロック（３３４）の内壁に沿って形成され
、フック突起（３３６ａ）と選択的に係合する歯状突起（３３８）を備えていることを特
徴とする請求項１７に記載の万能書見台。
【請求項１９】
　前記フック突起（３３６ａ）と歯状突起（３３８）との間の係合状態を制御することが
できるリリース突起（３３６ｂ）と、
　前記第１のブロック（３３２）を上昇させるスプリング（３３９）と、
を備えていることを特徴とする請求項１８に記載の万能書見台。
【請求項２０】
　前記第１のブロック（３３２）が、一方の側に、フック突起（３３６ａ）が設けられた
弾性フック（３３６）と、前記フック突起（３３６ａ）の近傍のリリース突起（３３６ｂ
）とを備え、
　前記第２のブロック（３３４）が、一方の側壁のガイドスロット（３３７）と、前記第
２のブロック（３３４）の内壁に沿って形成された歯状突起（３３８）とを備え、
　前記第１のブロック（３３２）を上昇させるスプリング（３３９）を備えていることを
特徴とする請求項１７に記載の万能書見台。
【請求項２１】
　前記カバー部材（１００，２００／３００，４００）の内側で対向する、本を保持する
ためのクランプに連結されたサポート片（３５０）を備えていることを特徴とする請求項
１から２０のいずれかに記載の万能書見台。
【請求項２２】
　前記クランプ（１３０，３３０）が、一端が回動可能にクランプの前端に連結された突
出押圧部（１３２）を備えていることを特徴とする請求項１から２１のいずれかに記載の
万能書見台。
【請求項２３】
　前記突出押圧部（１３２）が、弾性的に回動するように、弾性部材（１３４）に結合さ
れていることを特徴とする請求項２２に記載の万能書見台。
【請求項２４】
　前記支持部の外側に、ヒンジによって、回動可能に結合されているサポート組立体を備
えることを特徴とする請求項１から２３のいずれかに記載の万能書見台。
【請求項２５】
　前記サポート組立体（６００）が、支持部（５００，８００）の長手方向に沿って形成
された収納溝内に収納されるように構成したことを特徴とする請求項２４に記載の万能書
見台。
【請求項２６】
　前記支持部の上方側に回動可能に装着された傾斜台（６１５）を備えることを特徴とす
る請求項１から２５のいずれかに記載の万能書見台。
【請求項２７】
　前記カバー部材（１００，２００／３００，４００）の内側に形成され、ガイド部材（
１４０）を縦方向に移動させるための縦方向ガイド（１４２）を備えることを特徴とする
請求項１から２６のいずれかに記載の万能書見台。
【請求項２８】
　前記カバー部材（１００，２００／３００，４００）の内側に、鋸歯を有する縦方向ガ
イド（１４２）を形成し、
　前記鋸歯に対応する弾性突起を、ガイド部材（１４０）に形成して、これにより、弾性
突起を、縦方向ガイド（１４２）の選択した位置で係合するように構成したことを特徴と
する請求項２７に記載の万能書見台。
【請求項２９】
　前記支持部もしくは前記カバー部材の外側に、取っ手が配置されていることを特徴とす
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る請求項１から２８のいずれかに記載の万能書見台。
【請求項３０】
　前記カバー部材（１００，２００／３００，４００）の内側に、筆記具を置いて固定す
るための突起（１５０）を備えることを特徴とする請求項１から２９のいずれかに記載の
万能書見台。
【請求項３１】
　前記カバー部材（１００，２００／３００，４００）の外側に、開閉可能に装着された
蓋（１６０）を備えることを特徴とする請求項１から３０のいずれかに記載の万能書見台
。
【請求項３２】
　前記カバー部材（１００，２００／３００，４００）に収納空間を形成し、文房具を内
部に保管するように構成したことを特徴とする請求項１から３１のいずれかに記載の万能
書見台。
【請求項３３】
　前記支持部が、本の厚さに応じて、選択的に延長できる幅を有することを特徴とする請
求項１から３２のいずれかに記載の万能書見台。
【請求項３４】
　前記支持部（８００）が、可動プレート（８１０，８２０）と、両端が可動プレート（
８１０，８２０）に選択的に連結された固定プレート（８３０）とを備え、
　前記可動プレート（８１０，８２０）が、係止フック（８１２，８２２）を備え、
　前記固定プレート（８３０）が、表面に係止溝（８３２）を備えることを特徴とする請
求項１から３３のいずれかに記載の万能書見台。
【請求項３５】
　前記カバー部材の内側に収納された本に向けて、光を照射するための照明部材をさらに
備えることを特徴とする請求項１から３４のいずれかに記載の万能書見台。
【請求項３６】
　前記カバー部材（１００，２００／３００，４００）の内側に、照明部材（１７０，３
４０）を収容するための挿入溝（１０４）を備えることを特徴とする請求項３５に記載の
万能書見台。
【請求項３７】
　前記照明部材（１７０，３４０）が、カバー部材（１００，２００／３００，４００）
の片方もしくは両方の側壁に形成されていることを特徴とする請求項３５に記載の万能書
見台。
【請求項３８】
　前記カバー部材（１００，２００／３００，４００）に、電源部材（１７８）が設けら
れていることを特徴とする請求項３５に記載の万能書見台。
【請求項３９】
　前記クランプが、それぞれのカバー部材の内側の上端と下端に設けられ、それぞれのカ
バー部材に収納される本のページの上部と下部とを保持するクランプであることを特徴と
する請求項１から３８のいずれかに記載の万能書見台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、書見台に関するものであり、より詳細には、フォルダタイプであって、本を
収納して、容易に持ち運ぶことができ、これにより、使用者が、いつどこでも本を読むこ
とができるようにした万能書見台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、書見台といえば、本を読みやすいように机などに置くものである。このような書
見台は、基本的には、本を置くためのスタンドと、視線にあうようにスタンドを適切な角
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度に調節するサポート組立体と、本の紙面を保持するためのクランプとを含むものである
。このような基本的な構成を備えた様々な種類の書見台が提案されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記のような書見台は、学校や図書館、勉強部屋などに置かれた机に置
いて使用することを前提にしているため、移動中に本を読もうとする場合に利用すること
は難しい。
【０００４】
　従って、学校と家を往復しながら勉強する学生や、出勤や退勤の際に交通手段を利用す
るサラリーマンが、机などの固定された空間ではなく、携帯しながら読書を楽しむことの
できる携帯用の書見台が要求されている。
【０００５】
　また、既存のものより重さやサイズを減らすことによって、携帯性を追求した書見台が
提案されているが、これもまた書見台と本を別々に携帯しなければならないという不便さ
がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、前述したような従来技術における課題及び目的を達成するために発明された
ものであって、本発明の目的は、本を内部に収納して携帯することが可能で、使用者が、
必要な場合には場所に関係なく開いて使用できる万能書見台を提供することを目的とする
。
【０００７】
　また、本発明の他の目的は、使用者が体を横たえたり、移動の際に、立ったり、または
、座ったりしている状態でも、手で本を把持することなく、本を読むことができる万能書
見台を提供することを目的とする。
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明の万能書見台は、
　折り重ねた際に、その内部に本を収納する内部空間を形成し、開いた際に、本の両面を
支持する一対のカバー部材と、
　前記一対のカバー部材の間に、カバー部材とともに折り曲がるように結合された支持部
と、
　前記支持部の内側に、収納される本を支持するように配置されたストリングと、
　前記それぞれのカバー部材の内側に配置された、収納される本のページを固定するため
の少なくとも１つ以上のクランプと、
　前記カバー部材に設けられた係止部材を、支持部または他方のカバー部材に設けられた
溝部に挿入することによって、開いたカバー部材の形態を水平に維持させるためのロック
手段と、を備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態（実施例）を図面に基づいてより詳細に説明する。
　先ず、この明細書及び特許請求の範囲に使用された用語は、通常もしくは辞典的な意味
として限定解釈されるのではなく、発明者は自己の発明を最適な方法で説明するために、
用語の概念を適切に定義できるという原則に基づいて、この発明の技術的思想に適する意
味や概念として解釈されなければならない。
【００２３】
　従って、この明細書に記載された実施例と図面に描かれた構成は、この発明の適切な実
施例に過ぎず、本発明の技術的思想をすべて代弁するものではないため、これらを代替す
ることのできる多様な均等物や変更例がありうることを理解しなければならない。
【００２４】
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　図１は、本発明の実施例の書見台を示す概略斜視図である。
　図１に示したように、本発明の実施例による書見台は、一対のカバー部材１００，２０
０と、これらのカバー部材１００，２００の間に配置された支持部５００とを備えている
。
【００２５】
　各カバー部材１００，２００の一端が、支持部５００に結合されており、これらのカバ
ー部材１００，２００が、支持部５００を中心に相互に折り重ねることができるようにな
っている。これにより、その内部に、本を収容する内部空間が形成されるようになってい
る。
【００２６】
　これらの各カバー部材１００，２００は、その端部から所定の高さで突設された側壁１
０２，２０２を備えている。カバー部材１００，２００を折り重ねた際に、側壁１０２，
２０２によって、支持部５００とともに、内部空間が形成される。
【００２７】
　すなわち、これらの側壁１０２，２０２は、支持部５００の幅を二等分した長さと同じ
高さを有しており、これにより、カバー部材１００，２００を折り重ねた際に、側壁１０
２，２０２が、支持部５００の中心線に沿って相互に当接して、内部空間が形成されるこ
とになる。
【００２８】
　本が収納されるカバー部材１００，２００の内側には、本の前面と裏面に接触しながら
、これを支持する支持プレート１１０，２１０が装着されている。具体的には、カバー部
材１００，２００の内側には、凹所１１５，２１５が形成され、これにより、支持プレー
ト１１０，２１０が、凹所１１５，２１５内で回動することができるようになっている。
これらの支持プレート１１０，２１０は、既存の本を支持することができる適切な大きさ
と厚さを有するように構成されている。
【００２９】
　好ましくは、支持プレート１１０，２１０は、支持部５００を中心に回動することがで
きるように、カバー部材１００，２００にそれぞれヒンジ結合されているのが望ましい。
　また、支持プレート１１０，２１０と凹所１１５，２１５の底部の間、または、ヒンジ
結合された部位には、スプリング、コイルスプリング、板ばねなどの弾性部材１１２，２
１２が設けられ、その上に支持される本を、弾性的に上方へ付勢するようにすることがで
きるように構成されている。
【００３０】
　このように構成する代わりに、支持プレート１１０，２１０を、カバー部材１００，２
００の片方にだけに配置することも可能である。
　これらのカバー部材の内部空間の上端と下端のうち、少なくとも一方には、収納される
本を固定するためのクランピング手段１２０が備えられている。好ましくは、読書の際に
、勝手にページが捲られるか、または、本が動いてしまうのを防止するために、クランピ
ング手段１２０によって、本の上部と下部とを保持するように構成されている。
【００３１】
　このクランピング手段１２０は、本のページを留めるクランプ１３０と、クランプ１３
０を横方向へ移動するように案内するガイド部材１４０とを備えている。
　具体的には、図１の拡大図に示したように、クランプ１３０は、ガイド部材１４０に、
本に対して横方向、すなわち、本の幅方向に移動できるように連結されたボディー部１３
１と、その一端部がボディー部１３１の先端部に結合され、本のページを付勢する突出押
圧部１３２とを備えている。
【００３２】
　好ましくは、突出押圧部１３２は、弾性部材１３４によって、弾性的に回動するように
、ボディー部１３１に結合されている。従って、使用者が、次のページを読むために、突
出押圧部１３２を押圧することによって、本のページを下方に押した際に、突出押圧部１
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３２が回動するとともに、突出押圧部１３２にページが挿入されることになる。その結果
、突出押圧部１３２が弾性部材によって元の位置に戻ることになり、その結果ページは固
定されることになる。
【００３３】
　クランプ１３０は、ガイド部材１４０に移動できるように結合され、ページの固定部位
を変えることができる。そのために、クランプ１３０の位置を固定するため鋸歯状部材１
４１が、ガイド部材１４０に設けられており、さらに、クランプ１３０の弾性突起３３１
（図３）が、鋸歯状部材１４１の選択した位置に結合されている。
【００３４】
　その結果、クランプ１３０を横方向へ移動させてから、鋸歯状部材１４１の所定の位置
でクランプ１３０を固定することによって、本のページを固定する位置を決定することが
できるようになっている。この際、クランプ１３０の位置調整を容易にするため、ボディ
ー部１３１の上面には、粗面処理された表面を有する調整面１３１ａを設けることが好ま
しい。
【００３５】
　このような位置決定手段は、この実施例に限定されるものではなく、公知の手段を利用
して、様々な変更を適用することが可能であることを理解すべきである。
　好ましくは、この実施例によれば、上記ガイド部材１４０は、本の長さ方向の縦方向へ
位置移動できるように構成することができる。
【００３６】
　具体的には、鋸歯を有する縦方向ガイド１４２を、カバー部材１００，２００の内側に
形成するとともに、この鋸歯に対応する弾性突起（図示せず）を、ガイド部材１４０に形
成して、これにより、弾性突起を、縦方向ガイド１４２の選択した位置で係合するように
する。
【００３７】
　従って、使用者は、収納しようとする本のサイズに応じて、ガイド部材１４０の縦方向
の位置を設定することが可能である。
　カバー部材１００，２００の内側には、筆記具を簡単に置いて固定することを可能にす
る突起１５０を設けることができる。この突起１５０は、所定の間隔で配置され、筆記具
をしっかり保持できるようにする。
【００３８】
　また、カバー部材１００，２００の底部に収納空間を形成し、蓋１６０（図５参照）を
設ければ、筆記道具、メモ用紙などを内部に保管することもできる。
　また、カバー部材１００，２００には、収納された本を暗い場所でも読めるようにする
照明部材１７０が設けられる。さらに、この照明部材１７０は、カバー部材１００，２０
０の片方もしくは両方の側壁に形成され、カバー部材１００，２００の開け閉めの障害に
ならないよう、挿入溝１０４の内部に収納される。
【００３９】
　具体的には、照明部材１７０は、その一端が、挿入溝１０４の位置で回動できるように
ヒンジ結合された回動部材１７２と、この回動部材１７２のもう一端に、その中心部にて
回動できるようにヒンジ結合されたランプ本体１７４とを備えている。
【００４０】
　ランプ本体１７４は、その両端にランプ１７６を有しており、ランプ本体１７４に対し
て回転することが可能であり、これにより、光を照らす角度を調節できるように構成され
ている。
【００４１】
　また、カバー部材１００，２００には、照明部材１７０に電源を供給するために、電源
部材１７８が設けられている。この電源部材１７８は、照明部材１７０に隣接した側壁に
配置され、書見台を携帯する際にも電源供給を可能にするバッテリーが装着できる。
【００４２】
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　また、この実施例では、カバー部材１００，２００の開いた状態を、そのまま保つため
のロック手段１８０が書見台に設けられている。
　好ましくは、ロック手段１８０は、カバー部材１００，２００の両側壁１０２，２０２
のうち、いずれかの側壁の上端もしくは下端に設けられた、少なくとも一つ以上の係止棒
部材１８２と、カバー部材１００，２００の両側壁１０２，２０２のうち、対向するもう
一方の側壁に形成される係止溝１８４とを備え、これにより、カバー部材１００，２００
を開けた際に、係止棒部材１８２の先端が、係止溝１８４内に挿入することができるよう
にするのが望ましい。
【００４３】
　係止棒部材１８２を係止溝１８４に挿入するためには、係止棒部材１８２の一側に結合
され、外部に露出されているスイッチ１８６を利用して、係止溝１８４が設けられている
もう一方の側壁の方向に、係止棒部材１８２を押し入れればよい。
【００４４】
　この際、突起部１８２ａを、係止棒部材１８２の先端に形成するとともに、この突起部
１８２ａと係合する溝（図示せず）を、係止溝１８４の端部に形成することによって、係
止棒部材１８２が係止溝１８４から簡単に抜けないようにすることが好ましい。
【００４５】
　図２は、本発明の他の実施例の書見台を概略的に示した斜視図である。
　以下に、前述の実施例と相違する部分について説明する。
　図２に示したように、この実施例による書見台は、一対のカバー部材３００，４００を
備えており、これらのカバー部材の間に配置された支持部５００を中心に、カバー部材が
相互に折り重なられ、これにより、本を収容するための内部空間は形成されるようになっ
ている。
【００４６】
　この実施例の書見台は、上述した実施例とは相違して、側壁を備えていない。その代わ
りに、クランプ３３０と、支持部５００の内側に配置されたストリング５１０とが、本を
押さえるようになっている。これにより、カバー部材３００，４００と、支持部５００と
の間で、本が緩んだり、脱落しないようになっている。
【００４７】
　本が収納されるカバー部材３００，４００の内側には、本のカバーと接触して、本を上
側に支持するための支持プレート３１０，４１０が、凹所３１５，４１５に形成されてい
る。
【００４８】
　好ましくは、支持プレート３１０，４１０は、支持体３２０，４２０と、幅及び長さ延
長部３２６，４２６／３２８，４２８とを備えており、これらの幅及び長さ延長部はそれ
ぞれ、レール３２５，４２５によって、支持プレート３１０，４１０の一端に連結される
とともに、選択的に延長可能に構成され、これにより、本の大きさに応じて、その幅と長
さを調節することができるように構成されている。
【００４９】
　幅延長部３２６，４２６の先端は、支持部５００側を中心として回動できるように、上
記凹所３１５，４１５にヒンジ結合されている。
　支持体部３２０は、水平部３２２と傾斜部３２４を備えている。水平部３２２は、カバ
ー部材３００，４００の内側に収納される本を、クランプ３３０と平らに面を接触させて
、これにより、傾いた状態よりもいっそう本を効果的に固定することができるようになっ
ている。
【００５０】
　このため、図２の円で囲んだ拡大図に示したように、水平部３２２は、水平部３２２と
傾斜部３２４の間に配置されたヒンジ３２３によって、傾斜部３２４にヒンジ結合される
とともに、傾斜部３２４の下端にヒンジ結合された支持具３２４ａによって支持されてい
る。
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【００５１】
　この際、水平部３２２は、図示しないスプリングによって、弾性的に回動するようにす
ることもできる。支持プレート３１０が使用されない場合には、水平部３２２は、傾斜部
３２４と平行な状態で、凹所３１５，４１５に収納される。
【００５２】
　この際、弾性手段（図示せず）によって上側へ付勢された支持プレート３１０が、カバ
ー部材３００，４００のフック部材３２９により係止されている。
　この実施例では、カバー部材３００，４００は、カバー部材３００，４００に収納され
る本のページを固定するために、その内側にクランプ３３０を備えている。このクランプ
３３０は、支持プレート３１０，４１０の付勢方向と対向する押圧力付与するように配置
されている。
【００５３】
　図３及び図４は、この実施例のクランプ３３０を示す斜視図と断面図である。
　図３及び図４に示したように、クランプ３３０は、本の厚さに応じて、その長さを選択
的に延長することのできる昇降手段を備えている。この昇降手段は、第１のブロック３３
２と、この第１のブロック３３２が、その内部で選択的に上下方向に移動することができ
る第２のブロック３３４とを備えている。
【００５４】
　具体的には、第１のブロック３３２は、一方の側に、フック突起３３６ａが設けられた
弾性フック３３６と、このフック突起３３６ａの近傍のリリース突起３３６ｂとを備えて
いる。
【００５５】
　また、第２のブロック３３４は、一方の側壁のガイドスロット３３７と、このガイドス
ロット３３７の両側に、第２のブロック３３４の内壁に沿って形成された歯状突起３３８
とを備えている。
【００５６】
　従って、スプリング３３９を第１のブロック３３２と第２のブロック３３４との間に介
装して、第１のブロック３３２を第２のブロック３３４内に挿着することによって、弾性
フック３３６のフック突起３３６ａが、それ自体の弾性力によって、歯状突起３３８に沿
って下降する。
【００５７】
　そして、第１のブロック３３２が所望の位置で停止した際に、弾性フック３３６のフッ
ク突起３３６ａが、歯状突起３３８と係合して、その位置を保持することができるように
構成されている。
【００５８】
　この状態で、クランプ３３０を上昇させるために、指でリリース突起３３６ｂを押圧す
ることによって、フック突起３３６ａと歯状突起３３８の結合が解除される。この際、第
１のブロック３３２は、スプリング３３９によって上昇することになる。
【００５９】
　ここで、昇降手段、すなわち、クランプ３３０は、この実施例に限定されるものではな
く、当該技術分野で公知の他の手段を適用することができる。
　また、図３に示したように、第２のブロック３３４に設けられた弾性突起３３１は、上
述した本発明の第１の実施例に記載したガイド部材１４０の鋸歯状部材１４１に選択的に
結合される。
【００６０】
　そして、ガイド突起３３３によって、往復移動するクランプ３３０がガイド部材１４０
から離脱するのを防止するようになっている。
　この実施例では、照明部材３４０が、カバー部材３００，４００の片方もしくは両方に
、脱着自在に装着されている。この照明部材３４０は、上述した実施例の照明部材１７０
と同一であるので、その詳細な説明は省略する。
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【００６１】
　また、収納された本のページを保持するためのサポート片３５０が、カバー部材３００
，４００に備えられている。カバー部材３００，４００に収納された本が、クランプ３３
０だけによって支持される場合には、書見台が逆さまになったとき、本が書見台から脱落
する可能性がある。
【００６２】
　しかしながら、透明材料からなるサポート片３５０によって、カバー部材３００，４０
０の内側で対向するクランプ３３０を相互に連結すれば、どのような場合でも本を固定す
ることができ、使用者が本を読むことができる。
【００６３】
　この実施例では、支持部５００には、書見台が逆さまになった際に、カバー部材３００
，４００に収納された本が、書見台から落下しないように保持するために、ストリング５
１０を備えている。
【００６４】
　このストリング５１０は、弾性材料から構成するのが好ましい。好ましくは、ストリン
グ５１０は、支持部５００の長手方向に形成されたスリット５２０内に収容して、開いた
本の中央線を押すようにするのが望ましい。
【００６５】
　好ましくは、ストリング５１０の一端が、支持部に固定され、他方の端部が、支持部に
設けられた位置固定部５３０に固定され、これにより、本のサイズに応じて、ストリング
５１０の長さを調整することができるようにするのが望ましい。
【００６６】
　具体的には、位置固定部５３０は、下記のように構成されている。矩形状の位置固定溝
５１２が、支持部５００の一端に形成されている。位置固定用の二段の鋸歯状部材５１４
が、位置固定溝５１２の少なくとも片方の内壁に、長手方向に形成されている。
【００６７】
　ストリング５１０の他端に連結された位置固定ピン５３２が、位置固定溝５１２に、選
択的に結合されている。この位置固定ピン５３２は、ボディー５３２ａと、ボディー５３
２ａ上に形成された補助ボディー５３２ｂとを備えている。
【００６８】
　ボディー５３２ａの左右側壁には、鋸歯状部材５１４と係合する歯状突起５３４を備え
ている。さらに、ボディー５３２ａと補助ボディー５３２ｂには、結合突起５３８と操作
突起５３６が、移動できるように設置され、また相互連動するようにする。
【００６９】
　従って、使用者が操作突起５３６を押すことによって、結合突起５３８が、ボディー内
部５３２ａに入ることになる。また、結合突起５３８は、挿入が容易であるようにテーパ
ー形状に形成されている。
【００７０】
　位置固定ピン５３２を位置固定溝５１２に差し込むためには、結合突起５３８の傾斜面
を位置固定溝５１２に対向させて押圧する。これにより、結合突起５３８が、ボディー５
３２ａの内部に移動して、それ自体の弾性力から再び元の位置に戻ることによって、位置
固定溝５１２の２段に形成された鋸歯状部材５１４の間で係止されることになる。
【００７１】
　そして、位置固定ピン５３２の側壁の歯状突起５３４が、位置固定溝５１２の２段に形
成された鋸歯状部材５１４と係合して、その位置で固定される。
　従って、位置固定ピン５３２が、結合突起５３８と歯状突起５３４によって固定され、
これにより、位置固定溝５１２から位置固定ピン５３２が脱落するのが防止されるように
なっている。
【００７２】
　反対に、位置固定ピン５３２を位置固定溝５１２から取り出すには、使用者が、まず補
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助ボディー５３２ｂの操作突起５３６を押す。これにより、結合突起５３８が、ボディー
５３２ａの内部に入ることによって、使用者は、位置固定ピン５３２を引き出すことが可
能になる。
【００７３】
　図５は、本発明の前述の実施例の支持部を示した図面である。
　ここで、図５の支持部は、後述の実施例にも限定されずに適用することができる。
　図５に示したように、カバー部材１００，２００の間には、支持部５００が設けられて
いる。
【００７４】
　この支持部５００は、所定の角度に調節可能なサポート組立体６００を備えており、こ
れにより、この実施例の書見台が、机の上で立たせて使えるようになっている。サポート
組立体６００は、支持部の長手方向に沿って形成された収納溝内に設けられたヒンジ結合
部６３２によって、回動できるように構成されている。
【００７５】
　また、支持部５００は、サポート組立体６００を収納溝内に収納した際に、サポート組
立体６００を選択的に固定するロック手段（図示せず）をさらに備えている。
このようなロック手段は、サポート組立体６００を脱着するための様々な構造を適用する
ことができる。
【００７６】
　また、この実施例の書見台を低い角度でサポートする傾斜台６１５を、支持部５００に
回動可能に装着することができる。さらに、取っ手６２０を、サポート組立体６００に付
設して、使用者が、自分の手を取っ手に挿入することができるようにすることができる。
さらに、取っ手６２０は、支持部５００もしくはカバー部材３００，４００に直接設ける
こともできる。使用者は一般のかばんと同様に取っ手６２０を掴んで持つことができるが
、特に取っ手６２０は机上ではなく、手持ちの際に便利である。即ち、使用者は取っ手６
２０と、支持部５００もしくはカバー部材３００，４００の間に手をいれて書見台を保つ
ことができる。この際、書見台はクランプ３３０とストリング５１０によって固定されて
いるので、追加的なサポートを必要としない。また、このような状況を踏まえ、取っ手６
２０は伸縮バンドのような、伸び縮みするものであることが好ましい。
【００７７】
　本発明の一実施例によれば、この実施例の書見台は、読書の際に、カバー部材１００，
２００を開いた状態に維持するためのロック手段を備えている。
　好ましくは、ロック手段は、支持部５００若しくはカバー部材１００，２００の何れか
一方に設けられた、少なくとも一つ以上のプッシュフック５６０と、プッシュフック５６
０が挿入されるように、カバー部材１００，２００若しくは支持部５００の何れか一方に
形成された、フック溝５７０とを備える。
【００７８】
　従って、使用者は、カバー部材１００，２００を開けてから、プッシュフック５６０を
押すと、フック溝５７０にプッシュフック５６０が挿入されることによって、カバー部材
１００，２００の開いた状態をそのまま保つことができる。
【００７９】
　また、 本発明の書見台は、使用者が野外で快適に本を読めるようにするが、それは支
持部５００のサポート組立体６００を用いることによって可能になる。サポート組立体６
００の構成を示した図６に示したように、サポート組立体６００は、ケース６３０とケー
ス６３０を覆う蓋６４０とを備えている。
【００８０】
　ケース６３０の一端には、ヒンジ結合部６３２が形成され、前述したように支持部５０
０に、回動可能なように結合されている。好ましくは、ヒンジ結合部６３２には、サポー
ト組立体６００の回動角度を調節するために、角度調節溝６３４が形成されているのが望
ましい。この角度調節溝６３４は、支持部５００に形成された突起（図示せず）と選択的
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に連結することにより、サポート組立体６００の回動回角度が設定されるようになってい
る。
【００８１】
　この実施例では、ケース６３０の他方の端部は、一面が開放されており、その開放口を
介して、スライディング支持部材７００を出し入れすることができるようになっている。
　このスライディング支持部材７００は、ケース６３０と蓋６４０が形成する内部収納空
間に挿入もしくは引き出しされるように配置され、そのサイズは、収納空間に応じて設定
される。
【００８２】
　好ましくは、スライディング支持部材７００は、その内部に収納空間を形成するように
中空に構成され、スライディング支持部材７００内部の底には、複数のリング７３２が設
けられているのが望ましい。リング７３２は、後述するものと同じく、支持紐７３０を連
結するために使用するものである。例えば、支持紐７３０の先端に付いたフック（図示せ
ず）を、リング７３２の一端に繋げて連結することができる。
【００８３】
　また、ケース６３０の内側面には、スライディング支持部材７００を引き出す際にその
位置を設定するための、鋸歯状に形成されたフック部材６３６が設けられている。スライ
ディング支持部材７００の弾性フック７１０が、選択的に鋸歯状に形成されたフック部材
６３６に係止されることによって、スライディング支持部材７００の位置が固定されるこ
とになる。
【００８４】
　本発明では、書見台を使う際に、スライディング支持部材７００を引き出した場合、書
見台をより安定的に支持するために、一対の補助支持アーム７４０をさらに備えることが
できる。
【００８５】
　補助支持アーム７４０は、曲がるようにジョイント部７４２によって相互に連結された
複数のサポートピース７４４から構成されている。また、補助支持アーム７４０の一端が
、ボールタイプのヒンジによって、スライディング支持部材７００に固定され、これによ
り、補助支持アーム７４０が、図の矢印方向への回動及び回転が可能となっている。
【００８６】
　サポートピース７４４から構成されている補助支持アーム７４０を、後述するように、
人の体の湾曲形状に応じて曲げることができ、これにより、書見台をより安定して支持す
ることができる。このような機能を実現できる多くの公知の技術を、補助支持アーム７４
０の代わりに採用することができる。
【００８７】
　好ましくは、スライディング支持部材７００の側面には、凹部を形成するのが望ましく
、これにより、補助支持アーム７４０を凹部内に配置することができる。
　従って、補助支持アーム７４０を両側で折り重ねることによって、スライディング支持
部材７００を、ケース６３０内に挿入することができる。なお、ケース６３０の側壁には
、長穴６３８を設けることが好ましい。
【００８８】
　この長穴６３８によって、補助支持アーム７４０を、ケース６３０内に挿入したスライ
ディング支持部材７００を介して外方に拡げることができる。
　例えば、書見台を、ベットのような平らでない上で使用する場合には、サポート組立体
６００を傾斜するように装着して、補助支持アーム７４０も引き出して、適切に回動また
は回転させて、平坦な面と面接触させることができる。
【００８９】
　これによって、使用者が、横になったり、座った状態で、本を安定して読むことができ
るようになっている。
　この実施例では、スライディング支持部材７００を、ケース６３０から容易に引き出す
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ための引き出し手段が、スライディング支持部材７００の先端に備えられている。
【００９０】
　好ましくは、引き出し手段は、使用者が容易に把持することができるように構成された
グリップ７５０を設けるのが望ましい。より好ましくは、上記グリップ７５０を、ゴム材
料から形成するか、より効果的に把持することができるように、把持面に段差を付けるの
が望ましい。
【００９１】
　図７と図８は、本発明の他の実施例の支持部を示す図面である。
　この実施例の支持部８００は、収納される本の背の厚さが、書見台の支持部の幅を超え
る際に、両方のカバー部材が完全に折り重ねられないことを防ぐためのものである。
【００９２】
　図７と図８に示したように、支持部８００は、カバー部材１００，２００とともに折り
重ねられる可動プレート８１０，８２０と、その両端が、可動プレート８１０，８２０の
スライド溝８１０ａ，８２０ａに挿着された固定プレート８３０とを備えている。
【００９３】
　従って、支持部８００の幅は、本の厚さに応じて、可動プレート８１０，８２０を対向
する方向に移動することによって、延長もしくは縮小することができる。
　さらに、支持部８００には、延長もしくは縮小された幅を維持するためのフック手段が
設けられる。すなわち、可動プレート８１０，８２０には、係止フック８１２，８２２が
設けられ、固定プレート８３０の表面には、収納される本の厚さ方向に、複数の係止溝８
３２が、一定の間隔で形成されている。その結果、係止フック８１２，８２２を係止溝８
３２に押し込んでから連結することによって、支持部８００の幅を一定に保つことができ
る。
【００９４】
　図９は、本発明の他の実施例の取っ手を示した図面である。
　図９に示したように、カバー部材の外側に一定の間隔で、複数の窪み９５０が設けられ
ている。好ましくは、各窪み９５０の間の距離Ｌ２は、上述した取っ手として機能するノ
ブ足の間の距離Ｌ１と一致するようにするのが望ましい。従って、使用者は、ノブ９６０
を所望の位置の窪み９５０に脱着自在に選択的に結合することによって、この書見台をさ
らに容易に持ち上げることができる。
【００９５】
　以下に、上記のように構成された、本発明による書見台の操作について、詳細に説明す
る。
　使用者は、読もうとする本を、別のケース若しくはカバンなどに携帯する必要なく、本
発明の書見台に収納して携帯することができる。すなわち、図１に示したように、カバー
部材１００，２００の内部の収納空間に、本を入れてから、カバー部材１００，２００を
折り重ねることにより、側壁１０２，２０２によって内部に収納空間が十分確保されるた
め、カバー部材１００，２００の内部に本を収納することができる。
【００９６】
　また、図２に示したように、側壁がない場合には、カバー部材３００，４００と支持部
５００の内側に設けられた、クランプ３３０とストリング５１０を用いることによって、
本をカバー部材内に固定することができる。
【００９７】
　本発明の書見台は、机のような固定場所でも使用することができる。例えば、両カバー
部材１００，２００を真っ直ぐ開いてから、カバー部材に設けられたプッシュフック５６
０を、支持部５００に形成されたフック溝５７０内に押し込ませる。これにより、カバー
部材１００，２００は、支持部５００に対して回動することができずに固定されることに
なる。
【００９８】
　その代替案として、図１に示したように、係止棒部材１８２と係止溝１８４から構成さ
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れたロック手段１８０を用いて、カバー部材１００，２００と支持部５００とが、同一表
面を形成するように、安定的に固定することができる。
【００９９】
　この状態で、図５に示したように、サポート組立体６００を、ヒンジ結合部を軸に、後
方へ回動することによって、平面で支持するようにする。これにより、使用者が、机など
の固定された場所で、本発明の書見台を使って読書することができる。
【０１００】
　一方、書見台に本をセットするためには、使用者は、まず書見台の位置を決めてから、
本のページを中間程度に開けて、支持部のストリング５１０を、本の中央を横切ってから
、本の高さに当たる位置で、位置固定ピン５３２を押すことによって、適切な位置に付け
る。
【０１０１】
　それから、本のカバーを、カバー部材１００，２００の内側面に当接するように固定す
る。支持プレートが設けられた場合は、本の前カバーが支持プレート１１０に当接すると
ともに、裏カバーが支持プレート２１０に当接するように、本を配置する。
【０１０２】
　その後、ガイド部材１４０を、本のサイズに合うように上下調節した後、クランプ１３
０の位置も設定する。
　続いて、使用者が、ページを捲りながら、クランプ１３０の下方にページを押し入れる
か、または、クランプ１３０を押圧すると、前述したように、突出押圧部１３２が回動し
て、ページが通れるようになる。
【０１０３】
　その後、突出押圧部１３２が、弾性部材１３４によって、元の位置に戻ることによって
、ページが捲れないように固定されることになる。この時、本の前カバーに当接する支持
プレート１１０は、弾性部材１１２によって、本の前カバーを上方へ付勢しているので、
ページは、クランプ１３０と支持プレート１１０の間で、より安定的に支持されることに
なる。
【０１０４】
　同じく、本の裏カバーに対しても同一の動作が適用されることになる。もし、本が厚い
場合には、図３と図４に示したように、カバー部材の内部空間の厚さを、長さの延長可能
なクランプ３３０を用いることによって、選択的に調節してから、さらに、図７と図８に
示したように、支持部５００の幅を伸ばすことによって、より厚い本を、書見台に収納す
ることができる。
【０１０５】
　本発明によれば、使用者が前記のような状態で支持部５００もしくはカバー部材１００
，２００の外側に設けられた取っ手６２０に片手を入れると、その重さが腕全体に広がっ
た状態で本が読めるため、読書する場所に限られない。特に、地下鉄及びバスなどを利用
する際に、立った姿勢でいても、片手は車両の取っ手を掴み、もう片手は取っ手６２０に
いれてから書見台を保てるので、快適な読書が可能になる。また、使用者が前記のような
状態で読書をした後、書見台のカバー部材１００，２００を閉じると、本はそのままの状
態で閉じられると同時に、書見台の内部に収納されることになる。したがって、後に書見
台を開けた際には、以前のページから本が開くため、使用者は最新のページを探す手間を
省くことができる。
【０１０６】
　なお、図１０に示したように、使用者が書見台を手で支えることなく使用しようとする
場合は、グリップ７５０を引いて、スライディング支持部材７００を引き出す。
　このスライディング支持部材７００が引き出される際には、弾性フック７１０がフック
部材６３６と接触する状態となりながら、その位置を決めることができる。従って、使用
者はスライディング支持部材７００を、必要に応じて適切な長さだけを引き出して固定す
ることができる。



(16) JP 4185137 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

【０１０７】
　また、本発明による書見台は、使用者の首または肩などに、支持紐７３０を掛けて付加
的に支持することができる。すなわち、支持紐７３０を、スライディング支持部材７００
に設けられた少なくとも１つ以上のリング７３２に繋げてから、首もしくは肩などに掛け
て支持することができる。
【０１０８】
　この場合、支持紐７３０には、脱着が便利なフック手段（図示せず）が設けられ、これ
により、支持紐７３０とリング７３２との容易な連結が可能となる。
　なお、より安定的な支持のために、支持紐７３０が、リング７３２に連結され、リング
７３２の位置が、書見台の上端と引き出されたスライディング支持部材７００の下端との
間の中間程度に位置するようにするのが望ましい。
【０１０９】
　本発明によれば、書見台をより安定的に支持するために、補助支持アーム７４０を使用
することができる。すなわち、補助支持アーム７４０を開いてから、ジョイント部７４２
を使用者の体のラインに沿って適切に曲げて置くと、書見台の左右の動きを防ぎながら安
定的な支持が可能になる。
【０１１０】
　図１１は、本発明の書見台を固定するためのスタンドを示した図面である。
　図１１に示したように、この書見台は、所定の構造のスタンド９００に選択的に結合す
ることができる。
【０１１１】
　このスタンド９００は、ベース９１０と、ベース９１０から延設され、自由に動して固
定することができる複数のジョイントが設けられたアーム９２０と、アーム９２０の先端
に設けられ、書見台と結合されるコネクター９３０とを備えている。
【０１１２】
　ベース９１０は、十分な重さとサイズを有しており、スタンドに結合した書見台が倒れ
ないようになっており、また、支持用クランプ（図示せず）を設けることもできる。
　アーム９２０は、使用者がどんな姿勢でも本を読めるように、少なくとも二つ以上のジ
ョイントを備えている。また、コネクター９３０は、書見台に電源を供給できるように構
成されている。例えば、電源を、外部電源から照明部材に直接供給することができる。ま
た、外部電源によって、側壁１０２に設置されたバッテリー１７８を充電することもでき
る。
【０１１３】
　以上のように、本発明を詳細に説明した。しかしながら、本発明の趣旨と範囲内で、様
々な変更と修正が、この詳細な説明から、当業者であれば明白であるので、本発明の好ま
しい実施例を含む、詳細な説明と特定の実施例は、説明のためだけのものであることを理
解すべきである。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　本発明の万能書見台は、次のような効果を奏する。
１．書見台を本と共に携帯できるため、それらを別物として携帯するよりも、書見台と本
の容量が減少する。また、使用者が、書見台と本を、持ち運ぶのに楽である。
２．カバー部材の内部に納められた本は、そのままの状態で開けることができるように保
管することができる。また、書見台が、各種の筆記道具やメモ用紙などを収納できるため
、室外でも有用に使用することができる。
３．地下鉄やバスなどの移動車内に立っている際にも、書見台を使って容易に本を読むこ
とができる。なぜなら、移動車内に立っている使用者が本を読みたい場合、書見台の外側
に設けられた取っ手に片手を通すことで読書が可能になり、その結果、もう片手によって
車内の取っ手が安全に掴むことができる。この際、本の最新のページはクランプとストリ
ングによって固定されているため、使用者はページの両方を片手で支持する必要がなく、
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書見台の取っ手に片手を入れるだけで移動車内でも安全で簡単に本が読める。
４．書見台によって、読書の際に、そのページを固定するため、もしくは、一定重量の本
を可読距離に置くために、使用者の手で支えることなく保持することができる。
５．書見台は、移動の際に有用であり、また、書見台を机の上に配置して読書することが
できる。また、スタンドと結合した場合に、スタンドのジョイントを動かすことによって
、書見台を読むことができる距離に配置することができる。これにより、使用者は、書見
台上の本を、身体との接触なしで、様々な姿勢と角度で読むことができる。書見台によっ
て、横たわっている使用者でも、本を読むことが可能になる。
６．書見台によって、明かりのない暗い場所でも、装着された照明を使って、使用者が本
を読む事ができる。
７．本を覆うカバー部材が、外部から本を保護すると同時に、本を舗装する役割をも成す
。それによって、他人に知られたくない本の表紙を隠す役割だけでなく、個人の好みにあ
った多様な美的及び視覚的機能を果たす。
８．書見台自体が読書の際に役立つ要素をまとめて集結できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】図１は、本発明の実施例の書見台を示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明の他の実施例の書見台を示した斜視図である。
【図３】図３は、本発明の他の実施例の書見台のクランプ昇降手段を示す斜視図である。
【図４】図４は、本発明の他の実施例の書見台のクランプ昇降手段を示す断面図である。
【図５】図５は、本発明の実施例に係るサポート組立体の動作を示す斜視図である。
【図６】図６は、本発明の実施例に係るサポート組立体の分解斜視図である。
【図７】図７は、本発明の他の実施例の支持部を示す図面である。
【図８】図８は、図７の支持部を示した断面図である。
【図９】図９は、本発明の他の実施例の取っ手を示した概略図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例に係る書見台の動作状態を示した図面である。
【図１１】図１１は、本発明の書見台を装着したスタンドを示した図面である。
【符号の説明】
【０１１６】
１００，２００／３００，４００・・・カバー部材
１１０，２１０／３１０，４１０・・・支持プレート
１２０・・・クランピング手段
１３０／３３０・・・クランプ
１４０・・・ガイド部材
１７０／３４０・・・照明部材
５００／８００・・・支持部
５１０・・・ストリング
５６０・・・プッシュフック
５７０・・・フック溝
６００・・・サポート組立体
６２０・・・取っ手
６３２・・・ヒンジ結合部
７００・・・スライディング支持部材
７３０・・・支持紐
７４０・・・補助支持アーム
８１０，８２０・・・稼動プレート
８１２，８２２・・・係止フック
８３２・・・係止溝
９５０・・・窪み
９６０・・・ノブ
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【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】
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